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クラウドファンディングの税務

1
�
は
じ
め
に

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

（C
row
dfu
n
din
g

）
と
は
、

crow
d

（
群
衆
・
大
衆
）
に

よ
りfu

n
din
g

（
資
金
調
達
）

を
行
う
と
い
う
意
味
か
ら
つ
く

ら
れ
た
造
語
で
あ
り
、
そ
の
意

味
は
あ
る
目
的
を
も
っ
た
事
業

法
人
や
個
人
に
対
し
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
専
用

の
仕
組
み
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
）
を
使
用
し
て
不
特
定
多
数

の
出
資
者
が
集
ま
っ
て
資
金
提

供
を
行
う
こ
と
で
あ
る
、
と
言

わ
れ
て
い
る
1
。

現
在
で
は
、
購
入
型
、
寄
付

型
（
ふ
る
さ
と
納
税
型
）、
融

資
型
、
フ
ァ
ン
ド
型
、
株
式
投

資
型
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業

法
（
以
下
「
不
特
法
」
と
い

う
。）
型
な
ど
が
存
在
し
て
い

る
。ク

ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

は
、
2
0
0
0
年
代
後
半
か
ら

米
国
で
盛
ん
に
な
り
、
日
本
で

は
2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震

災
が
契
機
と
な
っ
た
と
さ
れ

る
2
。

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
市
場
規
模
に
つ
い
て
矢
野
経

済
研
究
所
の
調
査
で
は
、
2
0

1
6
年
度
は
約
7
1
6
億
円
、

2
0
1
7
年
度
は
約
1
7
4
5

億
円
、
2
0
1
8
年
度
は
約
1

8
3
4
億
円
、
2
0
1
9
年
度

は
約
1
5
6
6
億
円
、
2
0
2

0
年
度
は
約
1
8
4
2
億
円
と

な
っ
て
お
り
、
2
0
2
1
年
度

は
約
1
5
0
0
億
円（
見
込
み
）

と
予
測
し
て
い
る
3
。
こ
の
よ

う
に
、
約
10
年
程
度
で
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
市
場
規
模

は
、
1
0
0
0
億
円
を
大
き
く

上
回
る
規
模
に
ま
で
成
長
し
て

き
て
お
り
、
さ
ら
に
、
後
述
す

る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で

活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
も
の
が
あ

る
。本

稿
で
は
、
こ
の
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
係
る
税
務

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

2
�
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
種
類

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
種
類
ご
と
の
内
容
に
つ
い
て

簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
そ
れ
ぞ

れ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
【
参
考

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
】
等
を
参
照
さ

れ
た
い
。

①
購
入
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
と
は
、
起
案
さ
れ
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
支
援

者
が
資
金
を
支
援
し
、
支
援
者

は
そ
の
リ
タ
ー
ン
と
し
て
モ
ノ

や
サ
ー
ビ
ス
を
得
る
仕
組
み
の

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で

あ
る
。
ま
た
、
購
入
型
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
は

「A
ll
or
N
oth
in
g

型
」

「A
ll
In

型
」
と
い
っ
た
2

種
類
の
や
り
方
が
あ
り
、
起
案

者
は
ど
ち
ら
で
資
金
調
達
を
お

こ
な
う
か
選
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。「A

ll
or
N
oth
in
g

型
」

は
、
募
集
期
間
内
に
目
標
金
額

を
達
成
し
た
場
合
の
み
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
成
立
す
る
。
他
方
、

「A
ll
In

型
」
は
、
目
標
金

額
に
達
し
て
い
な
く
て
も
、
一

人
で
も
支
援
者
が
出
れ
ば
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
成
立
が
認
め
ら
れ

る
。②

寄
付
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
と
は
、
起
案
さ
れ
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
支
援

者
が
資
金
を
寄
付
す
る
仕
組
み

の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

で
あ
る
。

③
融
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
と
は
、
事
業
者
が
仲

介
し
資
産
運
用
し
た
い
個
人
投

資
家
等
か
ら
小
口
の
資
金
を
集

め
、
大
口
化
し
て
借
り
手
企
業

に
融
資
す
る
仕
組
み
の
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。

④
株
式
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ

ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
は
、
個
人
の

起
案
者
で
は
な
く
企
業
が
お
こ

な
う
資
金
調
達
の
一
つ
で
、
個

人
投
資
家
へ
未
公
開
株
を
提
供

す
る
代
わ
り
に
資
金
を
募
る
仕

組
み
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
で
あ
る
。

⑤
フ
ァ
ン
ド
型
ク
ラ
ウ
ド
フ

ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
株
式
型
と

同
じ
く
企
業
が
お
こ
な
う
資
金

調
達
の
一
つ
で
、
特
定
の
事
業

に
対
し
て
個
人
投
資
家
か
ら
出

資
を
募
る
仕
組
み
の
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。

⑥
ふ
る
さ
と
納
税
型
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
は
、
自

治
体
が
解
決
し
た
い
課
題
を
具

体
的
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
化
し
、

そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
共
感
し

た
人
か
ら
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ

っ
て
寄
付
を
募
る
仕
組
み
の
ク

ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
あ

る
。⑦

不
特
法
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
と
は
、
資
金
提
供

者
は
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者

と
匿
名
組
合
契
約
を
締
結
し
、

不
動
産
の
運
用
に
よ
る
運
用
益

や
売
買
差
益
を
投
資
家
に
分
配

す
る
仕
組
み
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
4
。

以
上
の
よ
う
な
種
類
の
ク
ラ

ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
あ
る

が
、
そ
の
種
類
ご
と
に
資
金
を

集
め
た
側
と
資
金
を
提
供
し
た

側
と
で
、
税
務
上
の
取
扱
い
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

3
�
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
税
務

そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
中
で
も
さ
ま
ざ

ま
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
本
稿
で
は
一
般
的
な

状
況
を
想
定
し
て
、
簡
単
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
務
上

の
取
扱
い
に
つ
い
て
整
理
す
る

こ
と
と
す
る
。

購
入
型
の
場
合
、
税
務
上
、

モ
ノ
の
販
売
や
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
行
っ
た
場
合
と
同
様
に
取

扱
う
。
ま
た
、
購
入
型
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
場
合

は
、「A

ll
or
N
oth
in
g

型
」

ま
た
は
「A

ll
In

型
」
で
募

集
す
る
が
、
目
標
金
額
の
資
金

調
達
が
で
き
た
か
否
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
型
で
あ
っ

て
も
資
金
は
い
っ
た
ん
資
金
調

達
者
に
支
払
わ
れ
た
場
合
に

は
、
ま
ず
、
資
金
調
達
時
に
は

前
受
金
・
前
渡
金
と
し
て
取
扱

う
。
次
に
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス

を
引
渡
時
に
資
金
調
達
者
側
で

売
上
が
計
上
さ
れ
、
資
金
提
供

者
側
で
費
用
が
計
上
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

ま
た
、
資
金
調
達
者
が
ク
ラ

ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
者

へ
支
払
う
手
数
料
は
費
用
と
し

て
計
上
さ
れ
る
。
な
お
、
目
標

金
額
の
資
金
調
達
が
で
き
な
か

っ
た
場
合
に
も
資
金
調
達
者
に

資
金
が
引
き
渡
さ
れ
る
「A

ll

In

型
」
の
場
合
に
は
、
資
金

調
達
者
は
何
ら
モ
ノ
や
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
な
い
で
資
金
を
受

け
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な

お
、
消
費
税
で
は
モ
ノ
や
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
該
当
す
る
こ
と

か
ら
、
原
則
と
し
て
課
税
取
引

に
該
当
す
る
。

寄
付
型
の
場
合
は
、
リ
タ
ー

ン
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
資

金
提
供
者
か
ら
資
金
調
達
者
に

対
し
て
金
銭
を
寄
附
し
た
場
合

と
同
様
の
結
果
と
な
る
。
ふ
る

さ
と
納
税
型
に
つ
い
て
も
基
本

的
に
は
寄
付
型
と
同
様
の
取
扱

い
と
な
る
。
な
お
、
消
費
税
で

は
寄
附
金
に
つ
い
て
不
課
税
取

引
と
し
て
取
扱
う
。

融
資
型
の
場
合
、
資
金
調
達

者
と
資
金
提
供
者
は
金
銭
の
貸

借
の
関
係
に
な
る
こ
と
か
ら
、

資
金
調
達
者
が
資
金
を
授
受
し

た
時
点
で
借
入
金
（
資
金
提
供

者
側
は
貸
付
金
）
等
の
科
目
で

処
理
す
る
。
ま
た
、
リ
タ
ー
ン

は
利
息
と
な
る
こ
と
か
ら
、
資

金
調
達
者
は
支
払
利
息
、
資
金

提
供
者
は
受
取
利
息
と
し
て
処

理
す
る
。
ま
た
、
消
費
税
で
は

利
息
に
つ
い
て
は
非
課
税
取
引

と
し
て
処
理
す
る
。

株
式
投
資
型
の
場
合
、
株
式

の
発
行
に
あ
た
っ
て
は
通
常
の

新
株
発
行
と
同
様
に
、
新
株
発

行
に
係
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
資
金
調
達
者

で
あ
る
法
人
に
お
い
て
配
当
が

行
わ
れ
た
ら
、
配
当
金
に
係
る

処
理
を
行
う
。
ま
た
、
消
費
税

で
は
配
当
に
つ
い
て
は
不
課
税

取
引
と
し
て
取
扱
う
。

フ
ァ
ン
ド
型
の
場
合
、
事
業

で
利
益
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
分
配
金
（
配
当
金
）
が
資

金
提
供
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ

る
。
分
配
金
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
株
式
投
資
型
と
同
様
で

あ
る
。
ま
た
、
消
費
税
で
は
分

配
金
に
つ
い
て
は
不
課
税
取
引

と
し
て
取
扱
う
。

不
特
法
型
の
場
合
、
不
動
産

か
ら
得
ら
れ
る
運
用
益
等
の
分

配
金
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ン
ド

型
と
同
様
に
取
扱
う
。
た
だ

し
、
個
人
で
あ
る
資
金
提
供
者

は
雑
所
得
と
し
て
取
扱
う
。
ま

た
、
消
費
税
で
は
フ
ァ
ン
ド
型

と
同
様
の
取
扱
い
と
な
る
。

以
上
に
つ
い
て
表
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
�
課
題
と
展
望

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
は
新
し
い
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス

等
が
あ
り
ワ
ク
ワ
ク
す
る
も
の

も
あ
る
。
地
域
活
性
化
や
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
に
関
す
る
も
の
等
、
社
会

的
に
非
常
に
意
義
の
あ
る
取
組

み
も
あ
り
、
今
後
の
益
々
の
発

展
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
一
方

で
、
一
気
に
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
が
増
え
た
た
め
に
、

し
っ
か
り
し
た
資
金
調
達
者
や

企
業
が
運
営
し
て
い
る
場
合
に

は
資
金
管
理
の
問
題
は
生
じ
な

い
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な
い

資
金
調
達
者
や
企
業
が
運
営
し

て
い
る
場
合
に
は
回
収
不
能
と

な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
場
合
に
は
貸
倒
れ
の
処
理
を

ど
う
す
る
か
等
の
次
の
問
題
が

生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。

【
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考
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
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】
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以
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亜
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デ
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ァ
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デ
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察
」
金
融
法
務
事
情
2
1
4
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2
0
2
0
年
）
43
頁
。

5
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藤
久
也
「
ク
ラ
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ド
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ァ
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ィ
ン
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利
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し
た
場
合

の
課
税
関
係
」
税
務
Ｑ
Ａ
2
3

3
号
（
2
0
2
1
年
）
67
頁

以

下
、
福
留
聡
「
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
経
理
処
理
は
ど

う
す
る
か
」
企
業
実
務
8
2
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（
2
0
2
0
年
）
37
頁
以
下
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参
考
に
し
て
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る
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〔クラウドファンディングの税務上の取扱い〕5
分類 リターン 資金調達者 資金提供者 消費税

購入型 金銭以外のモ
ノやサービス

法人：売上
個人：事業所得

法人：支払手数料等
個人：－ 課税

寄付型・ふるさと
納税型 － 法人：受贈益

個人：贈与税

法人：損金算入限度
額まで寄附金
個 人：認 定NPO等
に対して行った場合
寄附金控除or寄附金
特別控除

不課税

金融型
（投資型）

融資型 融資利息 法人：支払利息
個人：－

法人：受取利息
個人：雑所得 非課税

株式投資
型

配当金（値上
がり益） 法人：支払配当金 法人：受取配当金

個人：配当所得 不課税

ファンド
型 分配金 法人：支払配当金 法人：受取配当金

個人：配当所得 不課税

不特法型 分配金 法人：支払配当金 法人：受取配当金
個人：雑所得 不課税
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